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旨

本
法
律
案
は
、
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
が
戦
略
的
に
利
用
さ
れ
、
多
様
な
デ
ー
タ
が
活
用
さ
れ
る
高
度
な
情
報
化
社
会
の
実
現

を
図
る
観
点
か
ら
、
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
を
良
好
な
状
態
に
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
運
用
及
び
管
理

に
関
す
る
指
針
の
策
定
、
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
運
用
及
び
管
理
に
関
す
る
取
組
の
状
況
に
関
す
る
認
定
制
度
の
創
設
並
び
に

当
該
認
定
を
受
け
た
者
に
対
す
る
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
高
度
利
用
を
促
進
す
る
た
め
の
独
立
行
政

法
人
情
報
処
理
推
進
機
構
の
業
務
の
追
加
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

一

目
的
の
改
正

こ
の
法
律
の
目
的
を
、
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
良
好
な
状
態
を
維
持
す
る
こ
と
で
そ
の
高
度
利
用
を
促
進
す
る
こ
と
等
に

よ
っ
て
、
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
が
戦
略
的
に
利
用
さ
れ
、
及
び
多
様
な
デ
ー
タ
が
活
用
さ
れ
る
高
度
な
情
報
化
社
会
の
実
現

を
図
る
こ
と
と
す
る
。

二

情
報
処
理
安
全
確
保
支
援
士
の
規
定
の
見
直
し
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情
報
処
理
安
全
確
保
支
援
士
の
登
録
は
、
三
年
ご
と
に
そ
の
更
新
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
期
間
の
経
過
に
よ
っ
て
、
そ

の
効
力
を
失
う
。

三

情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
運
用
及
び
管
理
に
関
す
る
指
針
等

１

情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
運
用
及
び
管
理
に
関
す
る
指
針

イ

経
済
産
業
大
臣
は
、
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
を
良
好
な
状
態
に
維
持
し
、
企
業
経
営
に
お
い
て
戦
略
的
に
利
用
す
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
を
良
好
な
状
態
に
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
処
理
シ
ス
テ

ム
の
運
用
及
び
管
理
に
関
す
る
指
針
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

ロ

イ
の
指
針
に
お
い
て
は
、
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
運
用
及
び
管
理
に
関
す
る
基
本
的
事
項
、
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の

運
用
及
び
管
理
を
適
切
に
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
、
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
運
用
及
び
管
理

に
係
る
具
体
的
な
方
法
に
関
す
る
事
項
等
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

ハ

経
済
産
業
大
臣
は
、
お
お
む
ね
二
年
ご
と
に
イ
の
指
針
に
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
変
更
を
す
る
も
の
と

す
る
。

２

基
準
に
適
合
す
る
事
業
者
の
認
定
等
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イ

経
済
産
業
大
臣
は
、
事
業
者
か
ら
の
申
請
に
基
づ
き
、
当
該
事
業
者
に
つ
い
て
、
１
の
ロ
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る

取
組
の
実
施
の
状
況
が
優
良
な
も
の
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
の
認
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

ロ

イ
の
認
定
は
、
二
年
ご
と
に
そ
の
更
新
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
期
間
の
経
過
に
よ
っ
て
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

ハ

経
済
産
業
大
臣
は
、
イ
の
認
定
等
に
関
す
る
事
務
を
独
立
行
政
法
人
情
報
処
理
推
進
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い

う
。
）
に
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

ニ

経
済
産
業
大
臣
は
、
イ
の
認
定
を
受
け
た
事
業
者
（
以
下
「
認
定
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
情
報
処
理
シ
ス

テ
ム
の
運
用
及
び
管
理
に
関
す
る
取
組
の
実
施
の
状
況
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

中
小
企
業
信
用
保
険
法
の
特
例

中
小
企
業
信
用
保
険
法
に
規
定
す
る
普
通
保
険
等
の
保
険
関
係
で
あ
っ
て
、
認
定
事
業
者
の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
運

用
及
び
管
理
に
要
す
る
資
金
の
う
ち
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
、
特
別
枠
の
設
定
及
び
保
険

料
率
の
引
下
げ
等
の
措
置
を
講
ず
る
。

四

機
構
の
目
的
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機
構
の
目
的
に
、
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
高
度
利
用
の
促
進
の
業
務
を
行
う
こ
と
を
追
加
す
る
。

五

機
構
の
行
う
業
務
の
追
加

１

機
構
は
、
情
報
処
理
に
関
す
る
安
全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保
を
図
る
た
め
、
情
報
処
理
サ
ー
ビ
ス
業
を
営
む
者
の
技
術

的
能
力
そ
の
他
事
業
の
適
正
な
実
施
に
必
要
な
能
力
に
関
す
る
評
価
の
業
務
を
行
う
。

２

機
構
は
、
各
省
各
庁
の
長
又
は
事
業
者
の
依
頼
に
応
じ
て
、
運
用
及
び
管
理
を
行
う
者
が
異
な
る
複
数
の
情
報
処
理
シ

ス
テ
ム
の
連
携
の
仕
組
み
並
び
に
当
該
連
携
に
係
る
運
用
及
び
管
理
の
方
法
に
関
す
る
調
査
研
究
並
び
に
そ
の
成
果
の
普

及
そ
の
他
の
当
該
連
携
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
取
組
を
行
う
。

３

機
構
は
、
認
定
事
業
者
の
依
頼
に
応
じ
て
、
専
門
家
の
派
遣
そ
の
他
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
運
用
及
び
管
理
に
関
し
必

要
な
協
力
の
業
務
を
行
う
。

４

機
構
は
、
三
の
２
の
イ
の
認
定
等
に
関
す
る
事
務
を
行
う
。

六

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


